
１　事業者（法人）の概要

所　在　地　 熊本市南区御幸笛田６丁目７番４０号

３７８－１１６６

（ＦＡＸ） ３７８－１７６２

２　事業所の概要

（１）　事業所名称及び事業所番号

（住所）熊本市南区御幸笛田3丁目10番10号

（電話） ２８４－１０５０

（ＦＡＸ） ２８４－１９８２

井上　真理子

（２）　事業所の職員体制

※上記の職員数は必要に応じて増減する場合があります。

（３）　事業所の営業日等

月

※　特別な需要がある場合はこの限りではありません。

　　　①　　熊本市
実施地域

通常の事業

木 金

○ ○

営業時間
平日 24時間

祝日 24時間

訪問介護員

1

7

8（兼務）

営 業 日

火 水

○ ○ ○

連　絡　先

事業所番号 【定期巡回随時対応型訪問介護看護】４３９０１０３５５６

 管理者の氏名

管　理　者

（人） （人）

1

計画作成責任者

オペレーター

日 祝 その他

重要事項説明書

（令和　　7年　　月現在）

名称・法人種別 　　　　医療法人　博光会

職員の職種
常勤 非常勤

代　表　者　名 　　　　理事長　　　富　島　三　貴

連　絡　先

事　業　所　名 医療法人博光会　御幸病院訪問介護事業所

所　在　地　

（住所）

（電話）

土

なし
○ ○ ○

年間の

休　日
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３　サービスの内容

４　費用

（１）介護保険給付対象サービス

介護保険の適用がある場合は、法定代理受領サービスの1割が負担額となります。

一定以上の所得がある方は利用料金が2割もしくは3割負担になります。

【負担額】 要介護１～５の方については、別表の通りです。

【加算】

　※ただし、介護保険適用でも、保険料の滞納等により、事業所に直接介護保険給付が行わ

れない場合があります。その場合、利用者に一ケ月分の利用料金の全額をお支払い下さい。

利用料金のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。

（2）利用料金のお支払い方法

利用料金は、金融機関口座からの引き落としとなります。<（株）セディナとの契約>

現金にてお支払いの場合は、集金に伺います。

※入金確認後に領収書を発行いたします。

◆利用者の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ利用者又はその家族等の同意

を得て、訪問介護員が２人で訪問する場合は、介護保険で２人派遣サービス提供となります。

総合マネジメント体制強化
加算Ⅱ

30単位/日

800単位/月

各種加算・減算を加えて算定した単位数の22.4％を乗じる
介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）

（介護保険負担割合証に記載されている負担金の通りになります）

初期加算
利用を開始した日から起算して30日以内の期間
または、30日を超える入院後に利用を再開した場
合

（１）定期巡回サービス
訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話

（２）随時対応サービス
あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又は
その家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助又は訪問介護員等の訪問もしくは看
護師等による対応の要否等を判断するサービス

（３）随時訪問サービス
随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問
して行う日常生活上の世話

（４）訪問看護サービス
訪問看護が必要と判断され、ご利用者の同意のもと、連携する訪問看護事業所の職員が訪問し
看護職員等がご利用者の居宅を訪問して療養上のお世話、または必要な診療の補助を実施

利用者の心身の状況や環境を踏まえ介護職員や看
護職員等の多職種協働により、個別サービス計画
を随時適切に行った場合且つ病院または診療所等
に対し日常的に情報提供を行っている場合
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５　事業所の目的

当事業所は、居宅において要介護状態にある高齢者に対し適正な訪問介護を提供するこ

　とにより、居宅においてその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むこと

　 ができるように、また家族の生活もよりよい状態にするために支援することを目的とします。

６　事業所の運営方針

　 要介護状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介助その他生活全般にわたる支援を行い

ます。

７　緊急時等における対応方法

　　サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、

　　緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡

 します。

（ ）

（家族等）

８　事故発生時の対応

　　サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族等に連絡するとともに、

　　管理者に報告し、必要な措置を講ずるものとします。

９　秘密保持

　　事業所の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

　　漏らしません。なお職員でなくなった後においても同様とします。

10 虐待防止について

　事業所は、人権の擁護・虐待の防止等の為に、下記の対策を講じます。

（1）防止に関する責任者を選定しています。

（2）成年後見制度の利用を支援します。

（3）苦情解決体制を整備しています。

（4）職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。

（5）防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに

　　委員会での検討結果を職員に周知徹底します。

所在地

氏　名

電話番号

緊急時連絡先 氏名（続柄）

住　所

電話番号

虐待防止に関する責任者 管理者　　井上真理子　

主治医

病院名

及び
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11 ハラスメント対策

　当事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場（業務中）において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより訪問介護員等の就業関係が害されることを防止するために、以下に掲げる

事項を実施します。

（1）ハラスメント防止の方針等を明確化し、訪問介護員等に対し周知・啓発を行います。

（2）訪問介護員等からの相談に対して適切に対応するために必要な体制の整備を行います。

12 業務継続計画の策定

　事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問介護の提供を

継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

2.従業者に対し、業務継続計画について周知し必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

また、定期的に見直しを行い、必要に応じて変更します。

13 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

　従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

2.事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的

に開催し、周知徹底します。

3.事業者における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。

4.従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的にします。

14　サービス内容に関する苦情等相談窓口

◆　公的機関においても次の機関で苦情申し出等ができます。

★ 熊本県国民健康保険団体連合会（国保連）

所　在　地　熊本市東区健軍１丁目１８－７　　　TEL ０９６－２１４－１１０１（代）

　対応時間　　９：００　～　１７：００

★　熊本市介護保険相談窓口

所　在　地　熊本市中央区手取本町１－１　　　ＴＥＬ ０９６－３２８－２３４７　

　対応時間　　９：００　～　１７：００

★南区役所　福祉課

　　ＴＥＬ　０９６－３５７－４１２９

　対応時間　　９：００　～　１７：００

　 所　在　地　熊本市南区富合町清藤４０５番地３　　

当事業所
お客様窓口

窓口責任者

ご利用時間

連絡先

連絡方法

 井上　真理子

 午前　８：３０～午後　１７：３０（月～土）

 電話　　０９６－２８４－１０５０

 窓口や電話等での申し出
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令和　　　年　　　月　　　日

当事業所は、訪問介護サービス提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

 を行いました。

説明者　訪問介護サービス提供責任者 印

私は、重要事項説明書に基づいて、訪問介護サービス内容及び常用事項の説明を

　受け、秘密事項の取り扱いも含めて同意いたします。

利　用　者 　　氏　名 印

家族　　　　　　　　 印

代理人（選任した人）　氏　名 印

氏　名
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個人情報の使用に係る同意書

　以下に定める条件のとおり、私（　　　　　　）および家族（　　　　　　　）は、

御幸病院訪問介護事業所が、私及び家族の個人情報を下記の利用目的の範囲内で取得、使用

及び介護サービス事業者等に提供することに同意します。

１．　利用期間

定期巡回・随時対応型訪問介護看護提供に必要な期間及び契約期間に準じます。

２．　利用目的

(1)　計画書作成のため

(2)　サービス事業者間の連携とサービス担当者会議での情報提供、サービス

担当者に対する照会（依頼）のため

(3)  医療機関、社会福祉法人、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者、

行政機関、その他必要に応じた地域団体等との連絡調整のため

(4)  主治医の意見を求める必要のある場合

(5)  事業者内のカンファレンス(症例検討）のため

(6)  介護認定審査会、地域包括支援センターへの情報提供

(7)　 その他サービス提供で必要な場合

(8) 　緊急を要する時の連絡等の場合

(9)  在宅において行なわれる学校等の実習への協力

(10) 上記の各号に関わらず、公表してある「利用目的」の範囲内

3. 使用条件
(1)　個人情報の提供は利用目的の範囲内とし、サービス提供に関わる目的

以外には決して利用しないこと。また、サービス利用に関わる契約の締結
前からサービス終了後においても、第三者に漏らさないこと。

(2)　個人情報を使用した会議の内容などについてその経過を記録し、請求
があれば開示する。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　利用者　　住 所

氏 名 印

　家　族 住 所

氏 名 印

続 柄（利用者との関係）
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